
「広報ひらの」は毎月107,000部発行し、6月号1部あたりの発行単価（配付費用を含む）は約13.1円です。そのうち約0.9円を広告収入で賄っています。「広報ひらの」は平野区ホームページ
（http://www.city.osaka.lg.jp/hirano/）でもご覧いただけます。また、区内公共施設・各郵便局・地下鉄駅構内・JR平野駅・JR加美駅でも配架しています。「広報ひらの」は再生紙を使用しています。

くらしの情報

　“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行
をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、
犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動で、
令和２年で７０回目を迎えます。
　平野区では、区長を推進委員長として区内各種団体の代表により社会を明るく
する運動平野区推進委員会を組織し、犯罪及び非行のない地域社会の実現に寄
与する活動を行っており、毎年７月を強調月間として、保護司を中心とした街頭啓
発キャンペーンなどを行っていましたが、本年は新型コロナウイルス感染症の拡
大防止の観点から、平野区大会は延期します。
　平野区保護司会としては、地域社会の中でボランティアとして、犯罪や非行を
した人達の立ち直りの援助や、地域住民からの犯罪や非行の予防に関する相談
に応じ、必要な助言・指導を行っております。

令和2年度の国民健康保険料について

問合せ 保険料の決定・改定 
保険年金課（保険）⑰番窓口 ☎4302-9956
保険料の減免 　　 　
保険年金課（管理）⑱番窓口 ☎4302-9946

　令和2年度（令和2年4月から令和3年3月）国民健康保険料の決定通知書を、6月中旬
に送付します。6月中に届かない場合はご連絡ください。所得の減少等で保険料の軽減・
減免ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
　令和2年度の国民健康保険料は次の表により計算した金額が年間保険料となります。

※介護分保険料は、被保険者の中に40歳～64歳の方（介護保険第2号被保
　険者）がいる世帯のみにかかります。
※算定基礎所得は、前年中総所得金額等－３３万円となります。
※世帯の所得割は、被保険者（介護分保険料の所得割は介護保険第２号被保
　険者）ごとに計算した所得割の合計額となります。
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地域福祉活動コーディネーター

平野区社会福祉協議会 ☎6795-2525

　地域福祉活動コーディネーターは、皆さんの相談に寄り添い、つなぎ、見
守る活動を続けながら、地域のつながり・支えあいを考え、さまざまな関係
機関などと連携強化に努めています。どんな小さな事でも“お気づき”や“お
困りごと”があればお気軽にご相談ください。

ご相談はこちら

第70回“社会を明るくする運動”
～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカラ～

問合せ 安全安心まちづくり課㉑番窓口 ☎4302-9734

住所
相談

喜連4－6－19（特別養護老人ホーム 喜連の杜内） ☎6777－9030
月～土曜日（日祝・年末年始休み） 9：00～17：00

　住み慣れた町でいつまでも健やかな生活を続けるために、認知症の早期対
応のお手伝いをします。
　「認知症かも？」と思ったらお気軽にご相談ください。
　令和2年4月から連絡先が変更になりました。

地域包括支援センターだより

 ＜あなたの地域の相談窓口＞
平野区地域包括支援センター   ☎6795-1666
加美地域包括支援センター　　☎4303-7703
長吉地域包括支援センター　　☎6769-0036
瓜破地域包括支援センター　　☎4392-7436
喜連地域包括支援センター　　☎6797-0555

高齢者の相談窓口のご案内
＜ひらのオレンジチーム（認知症初期集中支援チーム）＞

無　料高齢者の相談窓口

保険料の決定

　令和2年度分から、大阪府内統一の基準・運用に合わせるため、退職、倒産、
廃業、営業不振等にかかる減免の取り扱いが一部変更となります。

令和２年度国民健康保険料（年額）

医療分保険料

２９，３７６円

×８．０６%

６１万円 １９万円 １６万円

９，８９２円 ４，４２４円

被保険者数×
２４，３７２円

算定基礎
所得金額※ ×2．78%算定基礎

所得金額※ ×2．62%算定基礎
所得金額※

被保険者数×
８，２０７円

介護保険第２号
被保険者数×１３，３９６円

後期高齢者
支援金分保険料 介護分保険料※

平等割保険料
(世帯あたり)
均等割保険料
(被保険者あたり)

所得割保険料

最高限度額

令和元年度分まで 
減免事由該当者の前年中所得と今年中の見込所得をもとに、減免率・減免額
を算出します。
令和2年度分から
減免事由該当者を含むその世帯の国保加入者の前年中所得と今年中の世帯
見込所得をもとに、減免率・減免額を算出します。

保険料の減免

　医療の高度化や高齢化の進展などにより、年々、医療費が増加しているた
め、その伸びに合わせて改定する必要があります。（国民健康保険は加入者の
医療等にかかる費用を国等からの公費２分の１、加入者の保険料２分の１でま
かなうことが原則とされています。）
　令和元年度において、府の算定では大幅な保険料率改定が必要となり、一
般会計からの繰入により激変緩和措置を講じて負担を抑えているため、令和
６年度に府内統一保険料率に向けて、段階的に解消していく必要があります。
　令和２年度は、府の算定による医療費等の伸び約３％に激変緩和措置を段
階的に解消するための約１％を加え、約４％改定します。

保険料の改定

「介護保険利用者負担限度額認定証」等の更新について

問合せ 保険福祉課（介護保険）㉛番窓口 ☎4302-9859

　次の証の有効期限は７月３１日（金）です

　更新を希望される方は６月３０日（火）までに申請を行ってください。詳しくは
お問い合わせください。
※感染症予防の観点により、可能な限り郵送での提出をお願いします

　◇介護保険を利用して介護保険施設などへの入所や短期入所（ショートス
　　テイ）をした場合の食費・居住費の負担軽減の認定証
　◇社会福祉法人等が提供するサービスを利用した場合の利用者負担軽減の
　　確認証

令和２年度個人市・府民税の納税通知書を６月上旬に
送付します（第1期分の納期限：6月30日（火））

問合せ あべの市税事務所（個人市民税担当） ☎4396-2953

　新型コロナウイルス感染症の拡大等により個人市民税・府民税の申告及び
所得税の確定申告書の提出は４月17日（金）以降も受け付けています。３月17
日（火）以降に申告書を提出された場合は、納税通知書の送付が遅れる場合が
ありますので、ご理解いただきますようお願いします。
大阪市 市税 納付 検索

６月は「就職差別撤廃月間」です《しない させない 就職差別》

問合せ 大阪府商工労働部雇用推進室 ☎6210-9518

問合せ 保健福祉課(地域保健)32番窓口 ☎4302-9973

　就職の面接で、本人や家族の出身地や職業、思想・信条などについて質問
することは、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項で応募者を判
断することになり、就職差別につながるおそれがあります。
　大阪府では、６月を「就職差別撤廃月間」と定め、啓発事業に取り組んでいま
す。就職の機会均等を保障することの大切さについて皆さんのご理解をお願い
いたします。

６月はゴキブリ防除強調月間！
　ゴキブリは下水道など不衛生な場所を通り、細菌やウイルスが付着した状
態で家の中を動き回ります。ゴキブリが触れた食べ物や調理器具などから病
原体が人に感染する危険性があります。高温多湿でゴキブリが繁殖しやすく
なるこれからの時期、適切な対策をとり清潔な居住環境を維持しましょう。

　採用面接時等の差別について、相談、関係機関の紹介等を行います。
　　 rosei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp

就職差別１１０番

・エサとなる食べカスをなくし、台所などの整理整頓、清掃を徹底する。
・粘着シートや毒餌をゴキブリの通りそうな場所に置く。
・住宅の実情に応じた薬剤（燻煙剤など）を使用する

問合せ 東南環境事業センター（瓜破南1-3-40） 
☎6700-1750 66706-2007

動物へ餌を与えた後の清掃が義務になりました！
　はと・からすその他の動物への餌やり行為後に清掃等を行わないことによ
る生活環境の悪化を防ぐため、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並び
に生活環境の清潔保持に関する条例」を改正しました。
※動物への餌やり行為等にお困りの方は、保健福祉センター（生活環境業務
　担当 ☎4302－9973）へお問い合わせください。

日時
場所 定員
料金 申込み

7月18日(土) 17:00～の部、19:00～の部
平野区画整理記念会館 ホール　　　　　　　各回300人
前売り券800円、当日券1,000円　　　　　　来館

あみ怪談（同時開催 幽霊画展示）

問合せ 平野区画整理記念会館（東住吉区中野2-7-16） ☎6702-0513

対策

※区役所では駆除や薬剤配布などは行っていません
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